
◎恩給法の一部を改正する法律 
（平成一七年三月三〇日法律第六号）   

一、提案理由（平成一七年三月一〇日・衆議院総務委員会） 

○麻生国務大臣 恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容

の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、受給者等の申請負担軽減を

図るための恩給支給事務手続の簡素合理化等を行うものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、死亡失権等の届け出義務を廃止し、罰則規定を削除することとしております。 

 第二に、恩給権者が死亡した場合における未支給金の請求につき、未支給金を受ける

権利を有する相続人等の一人がした請求は全員のためその全額につきしたものとみなす

こととし、従来義務づけていた総代者選任届の提出を廃止することとしております。 

 第三に、普通恩給または扶助料で、かつて一時恩給を受けたことにより一定額が控除

されているものについて、平成十七年四月分以降、当該控除を行わないこととすること

としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一七年三月一八日） 

○実川幸夫君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、

総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、恩給権者に係る死亡失権等の届け

出義務及び未支給金の請求に係る総代者選任届の提出義務を廃止するとともに、普通恩

給または扶助料の一時恩給等を受けたことによる一定額控除を平成十七年四月分以降、

行わないこととするものであります。 

 本案は、去る三月八日本委員会に付託され、十日麻生総務大臣から提案理由の説明を

聴取いたしました。昨十七日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院総務委員長報告（平成一七年三月二三日） 

○木村仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、受給者等の申請の負担軽減を

図るため、恩給支給事務手続の簡素合理化等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、恩給制度の評価と今後の在り方、一時恩給の控除制度の廃止

が早期に行われなかった理由、事実婚の配偶者の恩給受給資格、中国残留孤児等への支

援の在り方等について質疑が行われました。 



 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


